
延
暦
八
年

の
桓
武
後
宮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩
 
 
下
 
 
紀
 
 
之

 
 
 
 
１

 
史
家
は

一
字
の
選
択
に
よ

っ
て
、
毀
誉
褒
貶

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
は

そ
の

一
字
に
込
め
ら
れ
た
真
意
を
覚
る
べ
き
で
あ
る
。
『続
日
本
紀
』
（以
下

『続

紀
』
と
す
る
）
は
多
く
を
占
め
る
の
が
除
目
と
叙
位

の
記
事

で
あ
り
、
人
名
と
官

職

・
位
階
が
淡
々
と
述
べ
ら
れ
る
。
大
事
件
を
叙
す
る
と
き
、
記
述
は
生
彩

に
豊

む
が
、
伝
を
伴
な
わ
な
い
死
亡
記
事

で
は
、
た
だ
官
職

・
位
階

・
人
名
が
書
か
れ

る
の
み
で
あ
る
。
延
暦
八
年
七
月
丁
未

の
記
事
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
尚
掃
従
四
位
上
美
作
女
王
。
散
事
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
春
蓮
並
卒

四
位
と
い
う
高
位
階
を
有
す
る
二
人
の
死
亡
記
事

で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は

「並
」

と
い
う

一
字
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
十
余
年
前
、
宝
亀
六
年
四
月
己
丑

の
日
、

 
 
 
井
上
内
親
王
。
他
戸
王
並
卒

 
と
の
簡
潔
な
記
事
が
あ
る
。
宝
亀
元
年
十

一
月
に
皇
后
と
な
っ
た
井
上
内
親
王
と
、

 
翌
二
年
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
他
戸
親
王
が
同
時
に
死
亡
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

 
悲
惨
な
非
業

の
死

で
あ
る
こ
と
を

「並
」

の

一
字
が
物
語

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

 
身
分
の
二
人
の
死
が
、
「卒
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
身
分

の
剥
奪
さ
れ
た

 
処
分
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
続
紀
』
巻
三
十
三
で
井
上

・
他
戸
の
死
亡
記

 
事
を
読
ん
だ
読
者
は
、
巻
四
十
で
再
び
、
「並
卒
」
と
い
う
記
述
に
出
会
う
。

こ

 
ち
ら
に
も
何
か
隠
さ
れ
た
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
１。

 
 
 
 
 
２

 
 
美
作
女
王
と
藤
原
春
蓮
な
る
人
物
に

つ
い
て
、
『
続
紀
』
の
記
事
を
追

っ
て
み

 
よ
う
。
ま
ず
美
作
女
王
は
次

の
三
箇
所
に
現
わ
れ
る
。



 
 
宝
亀
七
年
正
月
丙
申

 
 
无
位
…
美
作
王
…
並
従
四
位
下

 
 
延
暦
五
年
正
月
乙
巳

 
 
従
四
位
下
美
作
女
王
従
四
位
上

第
三
例
は
す
で
に
引
い
た
死
亡
記
事

で
あ
る
。
女
王
と
あ

っ
て
も
系
譜
は
不
明
な

の
だ
が
、
最
初
に
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
ま
ず
不
審

で
あ
る
。
皇

親
に
は
蔭
位
の
制
度
が
あ
る
が
、
『選
叙
令
』
に

 
 
凡
蔭
皇
親
者
。
親
王
子
従
四
位
下
。
諸
王
子
従
五
位
下

と
あ
る
。
美
作
王
は
親
王
子
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
親
王
の
子
と
い
う

こ
と
は
天
皇
の
孫
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
聖
武

・
孝
謙

・
淳
仁
２の
各
帝
が
孫
娘

を
持

つ
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
叙
位
そ
の
も
の
は
何
ら
か
の
恩
寵
を
感
じ
さ
せ
る
。

し
か
し
次
の
叙
位
は
十
年
後
の
延
暦
五
年

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
に
な

っ
て
ま
た
、

何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
死
亡
し
た
時
、
尚
掃
に
任
じ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
尚
掃
は
掃
司
の
長
で

『後
宮
職
員
令
』
に
よ
れ
ば
、
掃
司
の
部
署
は

 
 
掌
供
奉
牀
席
。
灑
掃
。
鋪
設
之
事

と
あ

っ
て
重
要
な
職
務
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
部
下

に
典
掃
二
人
、
女
孺
十
人
と
あ

る
小
さ
な
単
位
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『禄
令
』
に
は

 
 
尚
掃
。
尚
水
。
掌
蔵
。
掌
侍
准
従
七
位

と
あ
る
。
義
解
、
集
解
と
も
に

一
字

の
注
も
加
え
ず
、
お
よ
そ
関
心
を
寄
せ
ら
れ

る
よ
う
な
官
職

で
は
な
い
。
五
位
以
上

の
貴
族

の
動
静
を
記
す
た
て
ま
え
の
国
史

に
は
、
従
七
位
に
准
ぜ
ら
れ
る
こ
の
職
の
記
事
は
あ
ら
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

『続
紀
』
に
は
例
外
的
に
も
う

一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
神
護
景
雲
二
年
六
月
戊
寅

 
 
尚
掃
従
五
位
上
美
濃
真
玉
虫
…
並
為
本
国
國
造

こ
の
人
は
国
造

に
任
ぜ
ら
れ
る
べ
き
地
方
豪
族

で
姓
も
持

っ
て
い
な
い
か
、
又
は

真
を
直

の
誤
字
と
し
て
よ
け
れ
ば
直
を
称
し
て
い
る
よ
う
な
身
分

で
あ

っ
て
、
美

作
女
王

に
は
全
く
似
合
わ
し
く
な
い
役
職
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
異
例

の
措

置

に
は
何
ら
か
の
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
 
 
 
３

 
次

に
藤
原
春
蓮

に
つ
い
て

『続
紀
』

の
記
事
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

 
 
天
応
元
年
十

一
月
丙
子

 
 
授
无
位
藤
原
朝
臣
春
蓮
従
五
位
下



と
あ
り
、
こ
の
日
の
叙
位
は
春
蓮

一
人

に
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、

 
 
延
暦
四
年
正
月
乙
巳

 
 
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
春
蓮
…
並
正
五
位
下

 
 
延
暦
五
年
正
月
乙
巳

 
 
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
春
蓮
…
並
正
五
位
上

 
 
延
暦
八
年
正
月
己
巳

 
 
正
五
位
上
藤
原
朝
臣
春
蓮
…
並
従
四
位
下

そ
し
て
、
延
暦
八
年
の
死
亡
記
事
に
至
る
。
延
暦
四
年
と
翌
年
に
位
を
進
め
ら
れ
、

特
に
四
年
は
二
階
級
特
進
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
顕
著
な
昇
叙

に
つ
い
て
は
、

紀
方
名
な
る
女
子
に
似
た
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
宝
亀
五
年
七
月
庚
戌
、

 
 
授
命
婦
従
五
位
下
紀
朝
臣
方
名
従
四
位
下

と
あ
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
編
者

は

「光
仁
の
格
別
の
寵
を
う
け
て
い
る

こ
と
を
示
す
か
」
と
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
３。

こ
の
後
、
宝
亀
十
年
正
月
己
未

に

も
従
四
位
下
か
ら
正
四
位
上

に
特
進
し
て
お
り
、

こ
の
推
定
は
当
を
得

て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
春
蓮
は
死
亡
時
に
お
い
て
は
、
正
四
位
下
と
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
叙
位
が
記
録
に
漏
れ
た
の
か
、
あ
る

い
は
延
暦
九
年

の
太
政
官
符

に
あ
る
従

四
位
下
が
正
し
い
の
か
は
決
め
か
ね
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
こ
の
太
政
官
符

に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

 
次

に
、
死
亡
時

に
付
さ
れ
た
散
事
な
る
語
に

つ
い
て
は
、
『
後
宮
職
員
令
』
に

 
 
右
諸
司
掌
以
上
。
皆
為
職
事
。
自
餘
為
散
事

と
あ
る
が
、
実
態
と
し
て
は
、

こ
れ
も
新
大
系
本
編
者

の

「男
官

の
散
位
と
同
じ

よ
う
に
、
位
階
を
有
す
る
が
官
職

の
な
い
者
を
指
す
か
」
と
の
理
解

で
よ
ろ
し
か

ろ
う
。
と
す
る
と
、

こ
の
人

の
急
速
な
昇
叙
は
い
か
な
る
原
因
を
考
え
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
。
お
よ
そ
女
官

に
軍
功
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
後
宮

の
何
ら
か
の
職
務
に

つ
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
業
績
を
あ
げ
る
と
い
う
の
は
困
難

で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
桓
武

の
寵
幸
を
受
け
た
と
い
う
よ
う
な
背
景
が
想
像
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

 
ま
た
、
さ
き
に
光
仁

の
寵
を
想
定
さ
れ
た
紀
方
名
は
、
宝
亀
十
年
四
月
戊
戌
、

 
 
散
事
正
四
位
下
紀
朝
臣
形
名
卒

と
記
さ
れ
て
い
る
。
桓
武

の
寵
幸
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
、
百
済
王
明

信
は

『
日
本
後
紀
』
（以
下

『後
紀
』）
弘
仁
六
年
十
月
壬
子
条
に
、

 
 
散
事
従
二
位
百
済
王
明
信
薨

と
あ
り
、
『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
（以
下

『紹
運
録
』）
に
甘
南
美
内
親
王
の
母
と
す
る

藤
原
東
子
に
つ
い
て
は
『
日
本
紀
略
』
（以
下

『
紀
略
』）
弘
仁
七
年
四
月
癸
亥
条
に



 
 
散
事
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
東
子
卒

と
あ
り
、
『
一
代
要
記
』
が
女
御
と
す
る
紀
乙
魚
に
つ
い
て
は

『
続
日
本
後
紀
』

承
和
七
年
五
月
庚
辰
条
に

 
 
散
事
従
四
位
下
紀
朝
臣
乙
魚
卒

と
あ
る
。
天
皇
の
寵
を
受
け
た
者
を
散
事

と
称
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
は
、
確
認

で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
藤
原
春
蓮
と
同
日
に
死
亡
し
た
美
作
女
王

の
尚
掃
な

る
職
も
、
実
務
が
遂
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
寵
幸

に
と
も
な

っ
て
、
職

禄
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
読
む
こ
と
で

「並
卒
」

の

語
句
の
真
意
を
読
み
解
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。

 
な
お

「
並
卒
」
と
い
う
二
字

の
つ
ら
な
り
は
、
典
故
と
言
う
よ
う
な
性
質
は
持

た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
史
書

に
用
例
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。

 

『
後
漢
書
』
巻
六
十
孔
融
伝
に
、

 
 
竊
観
故
事
、
前
梁
懐
王
臨
江
愍
王
斉
哀
王
臨
淮
懐
王
並
薨
、
無
後

こ
こ
で
は
諸
王
が
並
び
に
薨
じ
、
か

つ
い
ず
れ
も
子
孫
が
な
い
と
記
し
て
い
る
。

同
じ
く
、
巻
十
六
鄧
禹

伝
で
は
、

 
 
■
■

相
継
並
卒
、
皆
遺
言
薄
葬
、
不
受
爵
贈

と
あ
り
、
鄧
■

、
鄧
■

兄
弟

の
薄
葬
が
記
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
同
じ
立
場
を
共
有

す
る
複
数
の
人
々
の
死
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
編
年
体
の
史
書
で
あ
る

『続
紀
』

で
は
同
じ
立
場

の
人
が
同
日
に
死
亡
し
た
と
読
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

 
 
 
 
４

 
同
じ
く
延
暦
八
年

に
死
亡
し
た
藤
原
教
貴
、
大
原
室
子
に

つ
い
て
も
淡
々
と
記

述
が
あ
る
の
み
で
、
年
齢
そ
の
他
、
何

の
記
事
も
な
い
。
た
だ

『続
紀
』
に
よ

っ

て
、
そ
れ
ま
で
の
履
歴
は
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
宝
亀
七
年
正
月
丙
申

 
 
无
位
…
藤
原
朝
臣
教
貴
…
並
従
五
位
上

 
 
宝
亀
八
年
正
月
癸
亥

 
 
従
五
位
上
…
藤
原
朝
臣
教
貴
…
従
四
位
下

 
 
天
応
元
年
六
月
壬
寅

 
 
授
命
婦
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
教
貴
正
四
位
下

 
 
延
暦
二
年
二
月
壬
子

 
 
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
教
貴
…
並
正
四
位
上

 
 
延
暦
八
年
七
月
乙
丑

 
 
命
婦
正
四
位
上
藤
原
朝
臣
教
貴
卒

 
大
原
室
子

に
つ
い
て
は



 
 
宝
亀
四
年
閏
十

一
月
丁
卯

 
 
授
无
位
大
原
真
人
室
子
従
五
位
下

 
 
延
暦
元
年
六
月
戊
辰

 
 
授
従
五
位
下
大
原
真
人
室
子
正
五
位
下

 
 
延
暦
二
年
二
月
壬
子

 
 
正
五
位
下
大
原
真
人
室
子
従
四
位
下

 
 
延
暦
八
年
十
月
丁
酉

 
 
命
婦
従
四
位
下
大
原
真
人
室
子
卒

と
あ
る
。
両
者
と
も
宝
亀
中

に
叙
位
さ
れ

て
お
り
、
紀
方
名

の
履
歴

に
見
ら
れ
た

よ
う
な
昇
叙
も
得
て
い
る
。
命
婦
の
称
号
も
共
通
し
て
お
り
、
光
仁
朝

の
女
官
と

思
わ
れ
る
。
ま
た

 
 
宝
亀
十

一
年
三
月
丙
寅

 
 
授
命
婦
正
五
位
上
百
済
王
明
信
従
四
位
下

と
も
あ
り
、
皇
太
子
時
代
の
桓
武
に
寵
愛

さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
明
信
に
も
、

命
婦
の
称
が
附
与
さ
れ
て
い
る
。
紀
方
名

の
宝
亀
五
年
七
月
庚
戌
条

の
記
事

に
も

命
婦
と
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
光
仁
、
桓
武
朝

に
お
い
て
、
命
婦

の
称
に
特
別
の
意
味
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
も
と
よ
り
、
命
婦

の
語
例

は
他
に
多
数
あ
り
、
四
位
五
位

の
位
階
を
有
す
る
女
子
と
い
う
通
常

の
解
釈

で
通

る
場
合
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。

５

 
先

に
言
及
し
た
延
暦
九
年
八
月
八
日
の
太
政
官
符
は
、
死
亡
し
た
位
田
所
有
者

か
ら
位
田
を
回
収
し
、
職
田
に
改
め
る
処
分
を
な
し
た
も

の
で
あ
る
。
本
稿
に
関

連
す
る
個
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
『類
聚
三
代
格
』
巻
十
五
 
諸
司
田
事
の
項

で
あ
る
。

山
背
國
七
町

相
樂
郡
二
町

元
並
故
右
大
臣
正
二
位

大
中
臣
朝
臣
位
田

綴
喜
郡

一
町

元
故
從
五
位
下
多
治

比
眞
人
黒
麿
位
田

久
世
郡
二
町

一
町
。
元
故
從
五
位
下
紀
朝
臣
全
繼
位
田

一
町
。
元
故
從
五
位
下
榮
井
宿
祢
道
形
位
田

右
今
改
置
二
太
政
大
臣
■
田
一

綴
喜
郡

一
町

元
故
從
三
位
多
治
比

眞
人
長
野
位
田

久
世
郡

一
町

元
故
從
五
位
下
榎

井
靺
鞨
（
マ
カ
ツ
）

位
田

右
今
改
置
二太
政
大
臣
■
田
一

（中
略
）

■
津
國
十
町

 
豊
嶋
郡
五
町



右
圖
籍
注
二右
大
臣
■
田
一
。今
改
置
二
左
大
臣
■
田

一

嶋
下
郡
二
町

一
町
。
元
故
正
四
位
下
大
中
臣
朝
臣
子
老
位
田

一
町
。
元
故
從
五
位
下
上
毛
野
公
大
川
位
田

河
邊
町
三
町

二
町
。
元
故
從
三
位
多
治
比
眞
人
長
野
位
田

一
町
。
元
故
外
從
五
位
下
難
波
全
信
位
田

「也
」

右
今
収
置
二左
大
臣
■
田

一

（中
略
）

相
樂
郡

一
町

元
故
從
四
位
下
藤

原
朝
臣
春
連
位
田

右
今
改
置
二左
大
臣
■
田

一

（
中

略

）

山
背
國
十
町

久
世
郡
五
町

一
町

元
太
政
大

臣
■
田

二
町

元
故
右
大
臣
贈
從

一

位
藤
原
朝
臣
位
田

二
町

元
故
從
五
位
下
酒

人
忌
寸
■
位
田

右
今
改
■
二右
大
臣
■
田

一

（中
略
）

若
江
郡
三
町

一
町

元
故
從
三
位
多
治

比
眞
人
長
野
位
田

一
町

元
故
正
四
位
下
伊

勢
朝
臣
老
人
位
田

一
町

元
故
正
四
位
上
藤

原
朝
臣
教
貴
位
田

志
紀
郡

一
町

元
故
從
四
位
上

美
作
女
王
位
田

右
今
改
置
二
大
納
言
■
田
一

（中
略
）

山
背
國
四
町

 
乙
訓
郡
二
町

 
 
右
■
籍
注
二
左
大
臣
■
田
一。
今
改
置
二
大
納
言
■
田

久
世
郡
二
町

元
故
從
四
位
下
藤

原
朝
臣
春
連
位
田

 
 
右
今
改
置
二
大
納
言
■
田
一

近
江
國
六
町

 
野
洲
郡
二
町
 
蒲
生
（
カ
マ
フ
［
前
本
］
）

郡
二
町

 
 
右
■
籍
注
二
大
納
言
■
田
一

高
嶋
郡
二
町

元
故
右
大
臣
正
二
位

大
中
臣
朝
臣
位
田

右
今
改
置
二
大
納
言
■
田
一



大
納
言
■
田
廿
町

内
十
四
町

外
六
町

河
内
國
十
町

志
紀
郡

一
町

元
故
正
四
位
下
大
中

臣
朝
臣
子
老
位
田

讃
良
郡
二
町

一
町
。
元
故
正
四
位
上
藤
原
朝
臣
教
貴
位
田

一
町
。
元
故
從
五
位
下
笠
朝
臣
賀
祐
位
田

高
安
郡
二
町

一
町
。
元
故
正
五
位
下
文
室
眞
人
水
通
位
田

一
町
。
元
故
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
教
貴
位
田

河
内
郡

一
町

元
故
從
五
位
上
藤

原
朝
臣
祖
子
位
田

茨
田
郡

一
町

元
故
從
五
位
下
笠

朝
臣
賀
祐
位
田

若
江
郡
三
町

一
町
。
元
故
正
四
位
下
大
中
臣
朝
臣
子
老
位
田

一
町
。
元
故
從
五
位
下
藤
原
朝
臣
姉
位
田

山
背
國
四
町

愛
宕
郡
二
町

元
故
從
五
位
下

正
月
王
位
田

久
世
郡
二
町

元
故
正
四
位
下
伊

勢
朝
臣
老
人
位
田

 
 
 
右
今
改
置
二大
納
言
■
田

一

 
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
論
じ
て
い
る
藤

原
春
蓮
、
教
貴
、
美
作
女
王

の
位
田
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
他

に
藤
原
祖
子
、
姉

の
二
人

に
も
及
ん
で
い
る
。

 
こ
の
二
人
は
五
位

の
位
階
を
持
ち
、
『
続
紀
』
は
方
針
と
し
て
五
位
の
人
物

の

死
を
記
事
と
し
な
い
。
叙
位

の
記
事
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

 
 
宝
亀
九
年
正
月
甲
子

 
 
无
位
…
藤
原
祖
子
並
従
五
位
下

 
 
延
暦
四
年
正
月
乙
巳

 
 
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
祖
子
従
五
位
上

 
 
延
暦
五
年
正
月
乙
巳

 
 
无
位
…
藤
原
朝
臣
姉
…
並
従
五
位
下

二
人

に
つ
い
て
知
ら
れ
る
の
は
こ
れ
が
す

べ
て
で
あ
る
。

こ
の
五
位

の
位
階

の
ま

ま
死
を
迎
え
た
の
で
あ
る
が
、
春
蓮
た
ち
と
同
じ
頃

で
あ

っ
た
と
推
定

で
き
よ
う

が
、
念

の
た
め
同
じ
官
符

に
見
え
る
男
子

の
死
亡
時
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

 
右
大
臣
大
中
臣
清
麻
呂
は
延
暦
七
年
七
月
癸
酉
、
右
大
臣
藤
原
是
公
は
延
暦
八

年
九
月
戊
午
、
正
四
位
下
大
中
臣
子
老
は
延
暦
八
年
正
月
戊
辰
、
従
三
位
多
治
比

長
野
は
延
暦
八
年
十
二
月
己
丑
、
正
四
位
下
伊
勢
老
人
は
延
暦
八
年
四
月
庚
辰
、

と
い
う
こ
と
は
こ
の
太
政
官
符
に
よ

っ
て
藤
原
春
蓮
た
ち
と
同
じ
く
延
暦
八
年
頃

の
死
者

の
位
田
の
処
理
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
祖

子
、
姉

の
二
人
も
こ
の
頃
死
亡
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。

 

こ
の
二
人
の
立
場
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
か
。
桓
武
の
寵
幸
を
受
け
た
人
々

の
処
遇
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
桓
武

の
皇
太
子
時
代
高
津
内
親
王
を
生
ん
だ
坂

上
又
子

の
例
を
見

て
お
こ
う
。

 
 
延
暦
二
年
二
月
壬
子

 
 
无
位
…
坂
上
大
忌
寸
又
子
…
並
従
五
位
下

 
 
延
暦
五
年
正
月
乙
巳



 
 
従
五
位
下
坂
上
大
宿
禰
又
子
…
並
正
五
位
下

 
 
延
暦
九
年
七
月
乙
酉

 
 
正
五
位
上
坂
上
大
宿
禰
又
子
卒

叙
位
が
淡
々
と
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
、

い
か
な
る
称
号
も
授
与
さ
れ
て
い
な
い
。

 

『
紹
運
録
』
に
記
載
の
あ
る
桓
武
子
女

の
母
親
と
な

っ
た
者
た
ち
も
、
称
号

・

位
階
と
も
に
与
え
ら
れ
な
い
者
も
多
く
、

又
子
と
同
様

に
叙
位
さ
れ
た
人
々
が
桓

武
の
寵
を
得
て
い
た
か
否
か
は
国
史

の
み
か
ら
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親

王

・
内
親
王
の
生
母
で
な
け
れ
ば
、
桓
武
と
の
関
係
を
語
る
史
料
が
残
る
の
は
ま

れ
で
あ
る
。
又
子
も
、
も
し
内
親
王
を
生

ん
で
い
な
か

っ
た
ら
、
淡
々
と
し
た
女

叙
位
の
記
録
に
埋
も
れ
て
、
延
暦
五
年

の
従
五
位
下
か
ら
正
五
位
下

へ
の
昇
叙
を

め
ぐ

っ
て
解
釈
が
争
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
祖
子

・
姉

の
二
人

に
つ
い
て

も
、
単
な
る
宮
人
で
あ

っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
桓
武

の
寵
を
受
け
て
い

た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
５。

 
 
 
 
６

 
桓
武
天
皇
の
即
位
当
時
の
年
齢
は
四
十

五
歳

で
あ

っ
て
、
初
老
と
も
い
う
べ
き

で
あ
る
が
、
以
後
旺
盛
な
精
力
を
発
揮
し

て
多
数

の
子
女
を
得
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
活
力
を
持

っ
た
天
皇
を
見
る

に
は
、
天
武
天
皇

に
ま
で
遡
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
文
武
、
聖
武
、
淳
仁
は
い
ず
れ
も
子
女

に
め
ぐ
ま
れ
た
と
は
い
え

ず
、
光
仁
は
即
位
の
時
六
十
二
歳

の
高
齢

で
あ

っ
た
。
た
だ
こ
の
帝
は
即
位
後
藤

原
永
手
女

の
曹
子
を
夫
人
と
し
、
新
大
系
本
編
者
は
紀
方
名
を
寵
し
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
『続
紀
』
は
こ
の
方
名

に
、
「命
婦
」
「
散
事
」
の
称
を

記
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
在
位
中
、
老
衰

の
状
態
だ

っ
た
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
桓
武
は
あ
ま
た
の
子
女
を
得
た
こ
と
に
よ
り
文
武
以
来

の
天
皇
と
は
は

っ
き

り
異
な
る
精
力
を
示
し
て
い
る
。

 

こ
れ
は
、
太
宝
令

の
実
施
後
、
初
め
て
壮
年
期

の
天
皇
が
出
現
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
桓
武
は

『後
宮
職
員
令
』

の
妃
二
員
、
夫
人
三
員
、
嬪

四
員
と
い

っ
た

定
員
を
無
視
し
、
多
数

の
婦
人
を
寵
幸
し
た
。
夫
人
に

つ
い
て
は
定
員
を
越
え
て

称
号
を
与
え
、
三
位

に
叙
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

の
者
は
、
あ
る
者
に
は
位
を

与
え
、
あ
る
者

に
は
そ
れ
も
与
え
な
い
。
ま
た
令

の
定
め
る
宮
人

の
職
名
を
寵
幸

し
た
婦
人

に
与
え
る
称
号
と
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
光
仁
朝

の
命
婦
、
散
事
と

い
っ
た
呼
称
も
使
用
し
、
美
作
女
王

の
尚
掃
、
明
信

の
尚
侍
も
そ
の
類
か
と
疑
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
『禄
令
』
に
は
、

 
 
凡
宮
人
給
禄
者
。
尚
蔵
准
正
三
位
。
尚
膳
。
尚
縫
准
正
四
位
。
典
蔵
准
従
四

 
 
位
。
尚
侍
。
典
膳
。
典
縫
准
従
五
位

と
あ
り
、
五
位
以
上

の
宮
人
は
十
人
程
度
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し

か
る
に
桓
武
朝

の
女
叙
位
は
延
暦
四

・
五

・
八
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
人
以
上
が

叙
位
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
う
ち
の
か
な
り
の
人
数
が
桓
武

の
寵
を
受
け

て
い
る
者
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
延
暦
八
年
頃
に
死
亡
し
た
藤
原
春
蓮
ら
六
名

は
、
そ
の
中

に
桓
武

の
寵
幸
を
受
け
て
い
た
者
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ



る
。

 
桓
武
天
皇
の
後
宮
は
こ
の
よ
う
に
多
数

の
婦
人
を
含
み
、
後
世

の

「女
御

・
更

衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
」
宮
廷
の
さ
き
が
け
を
な
す
の
だ
が
、

こ
の
地
位

の
婦
人
た

ち
を
さ
し
示
す
名
称
は
い
ま
だ
固
定
せ
ず
、
「女
御
」
な
る
語
も

『
後
紀
』

の
嵯

峨
天
皇
の
弘
仁
六
年
十
月
壬
戌
条
に
あ
ら
わ
れ
る
の
を
初
出
と
す
る
。
桓
武
時
代
、

こ
の
語
は
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
没
後

に
公
式

の
称
号
と

な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
７

 
以
上
で
延
暦
八
年
頃
の
桓
武
後
宮

の
死
者

に
つ
い
て
は

『続
紀
』

に
示
さ
れ
た

四
人
に
、
延
暦
九
年
の
太
政
官
符
に
よ

っ
て
さ
ら
に
二
人

（た
だ
し
推
定
）
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
こ
の
六
人

の
中

に
は
、
桓
武

に
よ
る
寵
幸

の
あ

っ
た

者
が
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

こ
の
人

々
の
年
齢

に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
全
員
が
、
無
位
か
ら
た
だ
ち
に
四
位
ま
た
は
五
位

に
叙
さ
れ
て
い
て
、

六
位
以
下
で
年
功
を
積
ん
だ
者
が
な
い
の
で
、
最
初

の
叙
位
は
ご
く
若

い
年
齢

で

あ

っ
た
と
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
最
も
初
期

に
叙
位
さ
れ
た
の
は
大
原
室
子

の

宝
亀
四
年
で
あ
る
か
ら
、
延
暦
八
年
ま
で
十
六
年

で
あ
る
。
仮

に
宝
亀
四
年

に
二

十
歳
だ

っ
た
と
し
て
三
十
代
中
頃
で
死
を
迎
え
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
は
そ
れ
ぞ

れ
も

っ
と
若
い
の
で
夫
人
の
旅
子
、
皇
后

の
乙
牟
漏
と
同
じ
く
三
十
前
後

の
年
齢

で
死
亡
し
た
こ
と
に
な
る
。

 
同
じ
太
政
官
符
に
見
え
た
男
子
の
死
亡
時

の
年
齢
は
、
大
中
臣
清
麻
呂
八
十
七

歳
、
藤
原
是
公
六
十
三
歳
、
多
治
比
長
野
は

『公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
慶
雲
三
年

生
れ
で
享
年
八
十
四
、
伊
勢
老
人
は
神
護
景
雲
元
年
に
参
河
守
従
四
位
下

で
、
そ

れ
ま
で
に
も
年
功
を
積
ん
で
い
る
は
ず
、
さ
ら
に
延
暦
八
年
ま
で
二
十
二
年
あ
り
、

死
亡
時
高
齢
だ

っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
大
中
臣
子
老
は

『公
卿
補
任
』
に
よ

れ
ば
天
平
神
護
年
間

に
従
五
下
と
あ
る
か
ら
延
暦
八
年
ま
で
二
十
年
以
上
を
経

て

い
て
、

こ
れ
も
そ
れ
な
り
の
年
輩

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
同
時
期

の
女

子

の
死
亡
者
た
ち
が
き
わ
だ

っ
て
若
い
の
で
あ
り
、
延
暦
七
年

の
藤
原
旅
子
、
延

暦
九
年

の
乙
牟
漏
の
三
十
歳
、
三
十

一
歳
と
、
ま
た
坂
上
又
子
も
同
じ
ほ
ど
の
年

齢

で
あ
ろ
う
か
ら
、
同
じ
時
代

の
人
々
に
は
衝
撃
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
に
違
い

あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
衝
撃
を
も
ろ
に
受
け
た
の
が
皇
太
子
安
殿
親
王
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。

 
自
ら
の
立
太
子
が
、
叔
父
に
あ
た
る
早
良
親
王

の
死
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
延
暦
七
年

の
藤
原
旅
子
に
は
じ
ま
る
後
宮

の
女
た
ち

の
い

つ
ま
で

続
く
か
わ
か
ら
な
い
死

の
連
鎖
、
そ
の
死
に
対
し
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
な

い
無
力
感
。
延
暦
八
年
の
多
く
の
死
、
と
り
わ
け
祖
母
に
あ
た
る
高
野
新
笠
の
死
、

翌
年

の
母
乙
牟
漏
の
死
と
、
そ
れ
に
続

い
た
坂
上
又
子

の
死
。

こ
こ
で
つ
い
に
安

殿
親
王

に
限
界
が
き
た
よ
う
で
あ
る
。
『
続
紀
』
延
暦
九
年
九
月
丙
寅
条
に

 
 
於
京
下
七
寺
誦
経
。
為
皇
太
子
寝
膳
乖
適
也

と
あ
り
、
翌
十
年
十
月
甲
寅
条
に



 
 
先
是
。
皇
太
子
枕
席
不
安
。
久
不
平
復
。
是
日
。
向
於
伊
勢
太
神
宮
。
縁
宿

 
 
祷
也

と
あ
る
。
十

一
月
丁
卯
条

 
 
皇
太
子
自
太
神
宮
至

と
あ
る
が
、
全
快
は
し
な
か

っ
た
ご
と
く

で
あ
り
、
『紀
略
』
延
暦
十

一
年
六
月

癸
巳
条
に

 
 
皇
太
子
久
病
。
卜
之
。
崇
道
天
皇
為
崇

と
あ
り
、
こ
の
病
い
の
も
と
が
早
良
太
子

で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
。
連
続
し
た

後
宮
の
女
た
ち
の
死

へ
の
恐
怖
が
病

い
の
引
き
が
ね
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
早

良
太
子
の
怨
霊
の
猛
威
は
後
宮
の
み
な
ら
ず
、
延
暦
九
年
の
裳
瘡
の
流
行
に
よ
り
、

天
下
を
横
行
し
た
の
で
あ

っ
た
。

 
 
 
 
８

 
以
下
に
崇
道
天
皇
の
記
事
を
三
件
引
用
す
る
が
、

い
ず
れ
も

『後
紀
』
散
佚

の

個
所
の
た
め
、
『紀
略
』
に
よ
っ
て
い
る
。
延
暦
十
九
年
七
月
己
未
条
に

 
 
宜
故
皇
太
子
早
良
親
王
。
追
称
崇
道
天
皇

と
あ

っ
て
、

こ
れ
以
前

の
条
文
に
崇
道
天
皇

の
名
が
見
え
る
の
は

『後
紀
』
原
文

を
後

に
改
変
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
史
書
に
こ
の
名
が
あ

ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
直
前

に
何
ら
か
の
事
件
が
起
き
て
い
る
。
最
初
は
す

で
に
見
た
延
暦
十

一
年

の
皇
太
子

の
病
と
、
そ
れ
に
先
立

つ
一
連

の
桓
武
ゆ
か
り

の
女
性
達

の
死
亡

で
あ

っ
た
。

 

つ
い
で
延
暦
十
六
年
五
月

の
記
事
を
追
う
と
、

 
 
戊
戌
。
有
雉
。
集
禁
中
正
殿

 
 
甲
辰
。
於
禁
中
并
東
宮
。
転
読
金
剛
般
若
経
。
以
有
恠
異
也

 
 
乙
巳
。
遣
僧
二
人
於
淡
路
国
。
転
読
悔
過
。
謝
崇
道
天
皇
霊
也

同
じ
く
十
九
年
六
月

に
は
、

 
 
癸
酉
。
駿
河
国
言
。
自
去
三
月
十
四
日
。
迄
四
月
十
八
日
。
富
士
山
巓
自
焼
。

 
 
昼
則
烟
気
暗
瞑
。
夜
則
火
光
照
天
。
其
声
若
雷
。
灰
下
如
雨
。
山
下
川
水
皆

 
 
紅
色
也

と
あ

っ
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
崇
道
天
皇
追
称

の
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。

 

こ
の
よ
う
に
桓
武
は
皇
妃
た
ち
と
女
官

の
多
数

の
死
と
安
殿
皇
太
子

の
不
予
、

雉の禁
中
正
殿

へ
の
集
合
、
富
士
山

の
大
噴
火
と
い
う
よ
う
な
畏
る
べ
き
早
良
太



子
の
死
霊
の
活
動
に
耐
え
続
け
た
が
、

つ
い
に
延
暦
二
十
四
年
正
月
よ
り
不
予
と

な
り
、
正
月
に
は
崇
道
天
皇

の
た
め
に
淡
路
国
に
寺
を
建

て
、
二
月

に
は
宮
中
と

春
宮
に
お
い
て
大
般
若
経
を
読
み
な
ど
し
、
四
月
に
は
国
忌

・
奉
幣

の
例

に
預
ら

し
む
る
な
ど
、
怨
霊
に
謝
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
、
事
件

の
見
え
な
い
こ

と
を
見
る
と
、
も

っ
ぱ
ら
桓
武
そ
の
人
に
怨
霊
が
出
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

 
こ
れ
ら
の
必
死
の
努
力
の
甲
斐
も
な
く
、
翌
年
三
月
辛
巳
、
正
寝

に
崩
御
し
た

の
で
あ
る
が
、
亡
魂
の
憤
り
は
ま
だ
鎮
ま
ら
ず
、
『後
紀
』
は

 
 
是
日
有
血
。
灑

東
宮
寝
殿
上

と
記
し
、
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
元
年

に
お
よ

ん
で
も
な
お
、
『紀
略
』
は
七
月
丙
辰

条
、
乙
丑
条
、

 
 
聖
体
不
予
。

 
 
度

一
百
卅
人
。
奉
為
崇
道
天
皇

一
百
人

と
記
し
て
い
る
。
以
上
の
う
ち
最
も
多
数

の
死
者
を
出
し
た
延
暦
八
年
を
も

っ
て
、

本
稿
の
表
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

 
桓
武
は
皇
太
子
時
代
、
お
そ
ら
く
は
井
上
内
親
王
の
非
業

の
死

に
よ
る
怪
異
現

象
の
た
め
宝
亀
八
年
十
二
月
、
「不
念
」

と
な
り
、
井
上
内
親
王
の
改
葬
な
ど
行

な

っ
た
も
の
の
効
果
な
く
、
伊
勢

に
下
り
神
宮
を
拝
し
た
。
『
続
紀
』
宝
亀
八
年

三
月
辛
未

に
は
、

 
 
大
祓
。
為
宮
中
頻
有
妖
恠
也

と
あ

っ
た
。
桓
武
崩
御

の
前
に
は

『後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
四
月
甲
辰
条
に

「謝

怨
霊
也
」
と
あ
る
。
光
仁

・
桓
武
朝
は
日
本
語
語
彙
に

「妖
怪
」
「
怨
霊
」
な
る

語
を
附
加
し
た
の
で
あ

っ
た
。
六
条
御
息
所
、
夢
幻
能
と
い

っ
た
国
文
学
史

の
主

流

の
こ
と
ど
も
の
源

に
、
桓
武
後
宮

の
で
き
ご
と
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
※
本
稿
は
平
成
二
十
四
年
十

一
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第

一
回
六
国
史
談

 
 
話
会

に
お
い
て
の
発
表
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
賜
わ

っ
た
御
指

 
 
摘
は
、
注

の
中

で
言
及
し
た
。
な
お
引
用
し
た
諸
史
書
は
国
史
大
系
本

で
、

 
 
『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
は
類
従
本
、
『
一
代
要
記
』
は
史
籍
集
覧
本

で
、
細
か

 
 

い
説
明
は
不
要

で
あ
ろ
う
。

 
注
１
 

『
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
五
月
廿
八
日
条
は
、

 
 
 
従
四
位
上
行
右
近
衛
中
将
兼
美
濃
権
守
在
原
業
平
、
従
五
位
上
行
摂
津
守
菅
野
朝

 
 
 
臣
佐
世
並
卒

 
 
 
と
あ
る
が
、
国
史
大
系
本
は
こ
の
両
者
を

『
日
本
紀
略
』
に
よ
っ
て
分
離
し
て
い

 
 
 
る
。
こ
の
二
人
に
共
通
点
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
件
に
つ
き
、
中
野
謙

 
 
 
一
氏
か
ら

『続
紀
』
天
平
宝
字
四
年
五
月
丙
申
条
に
、
御
使
王
と
縣
犬
養
八
重
が

 
 
 
並
卒
と
あ
り
、
『三
代
実
録
』
貞
観
十
年
四
月
廿
三
日
条
に
、
大
学
博
士
大
春
日
雄

 
 
 
継
と
明
法
博
士
完
令
永
継
が
並
卒
、
と
あ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
た
。
こ
の
注
の
三



 
例
は

い
ず

れ
も
校
訂

に
問
題
が
あ

り
、
確
言

で
き
な

い
の

で
あ

る
が
、

天
平
宝
字

 

の
例

は
男

女
が
同
時

に
死
亡
し

て
い
る
と

こ
ろ
、
貞
観

の
例
は
博
士

二
人
が
同
時

 
に
死
亡
し

て
い
る
と

こ
ろ
、
意

味
あ
り
げ
に
も
見
え
る
。

２

 

こ
れ
も
中
野
氏

よ
り
、
志
貴

皇
子
が
天
皇

位
を
追
称

さ
れ

て
い
る

こ
と
を
教

示

 
さ
れ
た
。

３

 
新

日
本
古
典
文

学
大

系

『続

日
本

紀
四
』
四
三
五

ペ
ー
ジ
。

４

 

同

『
続
日
本
紀

五
』

一
五

ペ
ー
ジ
。

5
 

一
連

の
女
官

の
死

に

つ
い
て
席
上

院
生

の
水

野
有
理
香

さ
ん
よ

り
、

延
暦
六
年

 
三
月
乙
亥
条

の
散

事
従

四
位
上

飽
波
女
王

の
死

亡
記
事

を
指
摘

さ
れ
た
。




